
特別養護老人ホーム報徳園 

短期入所生活介護事業 

運  営  規  程 
 

（事業の目的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人高田真善会が設置運営する短期入所生活介護施設 

    は、介護保険法で規定された指定短期入所生活介護事業について、介護保険法 

の理念に基づき、心身の状況もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理 

由により、又は家族の身体的、精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に 

居宅において日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、介護サービスを提 

供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条  短期入所生活介護計画に基づき、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止 

に資するよう、認知症の状況等、利用者の心身の状況を踏まえて、入浴、排泄、 

食事等の介護、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世 

話を提供する。 

２  利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供に努める。 

 ３  明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行 

い、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、その他の保険、 

医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 

（事業所の名称等） 

第３条  名称及び所在地は次のとおりとする。 

   （１）名 称  社会福祉法人 高田真善会 

            特別養護老人ホーム 報徳園（以下、「事業所」という） 

   （２）所在地  三重県津市河辺町１３１７番地１ 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条  本事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

      （介護老人福祉施設利用定員１１０名と併設のため合計利用定員１２５名 

      に対する職員数） 

   （１）管理者     １名 

       管理者は所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括 

する。 

   （２）医師      １名（非常勤） 

       利用者の健康管理及び療養上の指導を行う。 

   （３）生活相談員   ３名（常勤、うち介護支援専門員兼務２名） 

              １名（非常勤、介護支援専門員及び居宅管理者兼務） 



       利用者の日常生の相談、援助施設サービスの計画の作成にあたる。 

   （４）介護職員   ３７名（常勤） 

              ７名（非常勤） 

       利用者に対し、施設サービス計画にもとづいて日常生活が自立した生活 

を送れるよう支援する。 

   （５）看護職員    ２名（常勤、うち専従１名 

機能訓練指導員兼務１名） 

 ７名（非常勤、機能訓練指導員兼務２名） 

       利用者の健康保持のために適切な措置をとる。 

   （６）管理栄養士   ３名（常勤） 

       利用者の栄養や心身の状況、嗜好を考慮した献立及び調理指導を行う。 

   （７）機能訓練指導員 １名（常勤、看護職員兼務） 

２名（非常勤、看護職員兼務）   

       利用者の日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止 

       するための訓練を行う。 

   （８）介護支援専門員 ２名（常勤、生活相談員兼務） 

              １名（非常勤、生活相談員及び居宅管理者兼務） 

 

（利用者の定員） 

第５条  利用定員を１５名とする。また、特別養護老人ホーム報徳園（介護老人福祉施

設）の入院等による空床も利用することができる。 

 

（指定短期入所生活介護の内容） 

第６条 

  １  短期入所生活介護計画の作成 

   （１） 管理者は、居宅介護支援専門員に短期入所生活介護計画の作成に関する 

      業務を担当させる。 

   （２） 居宅介護支援専門員は、利用者の心身の状況や希望、その置かれている 

      環境及び現在利用している他の介護サービス内容を十分に把握し、利用者 

      が現に抱かえる課題を明らかにする。 

   （３） 短期入所生活介護計画は、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終 

了後に至るまでの、利用者が利用するサービスの継続性を念願に置いたも 

のでなければならない。 

   （４） 短期入所生活介護計画は、利用者や家族の希望に配慮し、サービスの提 

供にあたる職員との協議を経て、サービスの目標、当該目標を達成するた 

めの具体的なサービスの内容等を明示したものでなければならない。 

   （５） 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合 

には、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

   （６） 居宅介護支援専門員は、作成した短期入所生活介護計画について、利用 



      者又は家族に対し、その内容等について十分に説明し同意を得なければな 

らない。 

   （７） 居宅介護支援専門員は、利用者の状況の変更や居宅サービス計画の変更、 

      サービスの実施状況を把握し、必要に応じて短期入所生活介護計画の変更 

      を行う。 

  ２  短期入所生活介護の方針 

   （１） 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供を行う。 

   （２） 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努める。 

   （３） 短期入所生活介護計画は、画一的でなく個別化するようにする。 

   （４） サービス提供職員は、常に利用者、家族に理解、納得されるよう説明と 

      了解を得るように努める。 

   （５） 利用者の生命、身体を保護するための緊急の場合を除き、身体拘束や利 

用者の行動を制限する行為を行わない。 

   （６） 短期入所生活介護の質の評価を行い、常に改善を図る。 

３  介護サービスの内容 

   （１） 清潔保持 

        １利用あたり１回以上、１週間に２回以上の入浴又は清拭を行わなけ 

ればならない。 

   （２） 日常生活動作援助 

        サービス提供職員は、離着床、更衣、整容、排泄、移動、食事摂取、 

       その他利用者が必要とする日常生活上の世話を、短期入所生活介護計画 

       に従って適切に行わなければならない。 

   （３） 食事 

        利用者には１日３回給食するものとする。給食はできるだけ変化に富 

み、十分なカロリーと成分を含み、かつ調理にあたって利用者の嗜好を 

十分考慮し、栄養価の損失をさけ、消化吸収の実をあげるように努めな 

ければならない。 

   （４） 健康管理 

        サービス提供職員は、常に利用者の健康に留意し、異常の早期発見に 

       努めなければならない。また医師及び看護職員は、健康保持のための適 

切な措置をとらなければならない。 

 医師は、利用者に対して行った健康管理に関し、その者の健康手帳の 

所要のページに必要な事項を記載しなければならない。 

 サービス提供職員は、利用者が負傷又は病気にかかった場合は、速や 

かに身元引受人に連絡し、対応を協議しなければならない。 

 利用者は、緊急の場合及び利用者又は身元引受人が希望する場合は、 

施設内で嘱託医師による診察を受けることができる。 

   （５） 機能訓練 

        サービス提供職員は、利用者の心身の状況を踏まえ、必要に応じて日 



常生活をおくる上で必要な生活機能の改善または維持のための機能訓練 

を行わなければならない。 

   （６） 相談・援助 

        サービス提供職員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環 

境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族等に対して、適切な相談、 

助言を行われなければならない。 

   （７） 送迎 

        利用者又はその家族が希望した場合、送迎を利用できる。 

   （８） レクレーション 

        管理者は、施設内に随時使用できる教養娯楽設備を設け、適宜レクレ 

ーション行事を行わなければならない。 

 

（利用料及びその他の費用） 

第７条 

  １  利用料 

      介護報酬の告示上額の１割又は２割又は３割の金額 

  ２  居住費（１日） 

         従来型個室 １，２３１円  多床室 ９１５円 

  ３  食費 

         朝食 ３３０円  昼食 ６６０円  夕食 ５６０円 

         但し、介護保険負担限度額の認定を受けている場合は、 

         その認定証に記載された金額を限度とする。 

  ４  個人的に使用するものの費用           実 費 

  ５  利用者の同意 

      利用料以外に必要な費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あら 

      かじめ利用者又は家族に対し説明を行い、利用者の同意を得なければなら 

ない。 

 

（入退所） 

第８条 

  １  利用対象者 

      本事業所は、利用者の心身の状況若しくはその家族の疾病、冠婚、出張等 

      の理由により、又は利用者の家族の心身的・精神的な負担の軽減等を図る 

      ために、一時的に居宅にいて日常生活を営むのに支障がある者を対象に、 

      指定短期入所生活介護サービスを提供する。 

  ２  利用受入 

      本事業所は、正当な理由なくして利用を拒んではならない。またサービス 

      提供に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規程の概要、 

職員の勤務体制、その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を 



交付して説明を行い、サービス内容及び利用期間等について、利用申込者 

の同意を得なければならない。 

  ３  継続的なサービス 

      本事業所は、居宅介護支援事業者その他保健、医療又は福祉サービスを提 

供する者との密接な提携により、サービス提供の開始前から終了後に至る 

まで利用者が継続的に保健、医療又は福祉サービスを利用できるよう必要 

な援助に努めなければならない。 

  ４  退所 

      次の場合は退所とする。 

   （１） 契約利用期間が満了したとき。 

   （２） 利用者が退所を申し出たとき。 

   （３） 利用者が死亡したとき。 

   （４） 利用者が入院したとき。 

   （５） 利用者が入院加療や継続的な治療が必要な状態となり、施設サービスの 

      提供が困難となった場合 

   （６） 利用者が正当な理由なしにサービスの提供に従わない場合。 

   （７） 偽りその他不正の行為により保険給付を受けようとした場合 

   （８） 施設内で禁止された行為を繰り返し行い、他の利用者および施設の運営 

に際し、多大なる損害を与えた場合。 

 

（通常の送迎の実施地域） 

第９条  通常の送迎の実施地域は、津市（但し、平成１８年１月１日合併以前の旧津市及

び旧安芸郡内）とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１０条 利用者の留意事項 

  １  外出 

利用者が、外出をしようとするときは、その都度、外出先、用件、帰園予 

定時間を管理者に届け出て、その承認を得なければならない。 

  ２  面会 

      利用者が外来者と面会しようとする時は、面会簿に記入して面会するもの 

      とする。 

  ３  健康保持、身体機能の低下防止 

      利用者は自ら健康の保持に留意し、身体機能の低下を防止するよう努めな 

      ければならない。また、そのために提供されるサービスを正当な理由なく 

      拒否してはならない。 

  ４  身上変更届 

      利用者及び利用申請者は、その身上に関する重要な事項に変更を生じたと 

      きは、速やかに管理者に届けなければならない。 



  ５  施設内禁止行為 

 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

   （１） 他の利用者を排撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 

   （２） 他の利用者と喧嘩若しくは口論をなすこと。 

   （３） テレビ、ラジオ、楽器等の音を異常に大きくし又は大声で騒ぐ等、静穏 

      を乱し他の在所者に迷惑を及ぼすこと。 

   （４） 指定した場所以外で喫煙すること。 

   （５） 金銭または物品によって賭事をすること。 

   （６） 施設が持ち込みを制限若しくは禁止している物品を持ち込むこと。 

   （７） 故意に施設若しくはその備品に損害を与え、またはこれらを管理者の承 

諾なしに施設外に持ち出すこと。 

   （８） 施設内の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

   （９） 無断で備品の位置または形状を変えること。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１１条 短期入所生活介護を利用しているときに、利用者の病状の急変が生じた場合 

    や、その他必要な場合には、速やかに主治医或いは関係機関等に連絡し、適切 

    な措置を講じなければならない。 

 

 （非常災害対策） 

第１２条 本事業所は、火災、地震、水害等非常災害に関して、具体的な対処計画を立 

て、それら非常災害に備えて定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１３条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものと

する。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年４回以上開催し、その結果に

ついて職員に周知徹底を図る。実施する。 

（２） 虐待防止のための指針を整備する。 

（３） 職員に対し、虐待防止のための研修を年２回以上実施する。 

（４） 上記（１）から（３）までを適切に実施するための担当者を置く。 

  ２ 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者（利用者の家族等高

齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに市町村に通報するものとする。 

 

 （苦情処理） 

第１４条 １ 窓口 

本事業所は、利用者、家族その他からの、事業に関わる苦情を、迅速かつ適切

に対応するための窓口を設ける。 



  ２ 調査協力、改善 

      本事業所は、利用者等からの苦情に関して各自治体が行う調査に協力する      

とともに、利用者、家族その他からの苦情を受け付けたとき、また、自治体から

改善に対する指導、助言を受けたときは迅速に改善を行う。 

 

 （秘密保持） 

第１５条 本事業所の職員は、正当な理由がない場合、その業務上知り得た入所者又はそ 

    の家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

（損害賠償） 

第１６条 本事業所は、サービスの提供にあたり、利用者に事故が発生した場合には、そ 

    の過失の程度により損害賠償を行う。また、利用者が施設、整備等に損害を与 

えた場合には、現状復帰又は損害を賠償しなければならない。 

 

 （会計） 

第１７条 本事業の会計は、他の会計と区別し、会計年度は毎年４月１日から次年３月 31 

日までとする。 

 

 （その他事業の実施に関する重要事項） 

第１８条  

  １ 記録の整備 

     本事業所は、施設及び設備、人事、会計、施設サービス計画、サービス提供 

の諸記録を整備し、その完結の日から２年間保管しなければならない。 

  ２ 掲示 

     本事業所は、施設の見やすい場所に運営規定の概要並びに職員の勤務体制、 

     利用料、その他のサービス選択に関する重要事項を掲示しなければならな 

い。 

 （細則） 

第１９条 この規定に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるもの 

    とする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 （ 附 則 ） 

    この規定は平成１２年４月１日から施行する。 

変更（平成１３年 ４月 １日） 

変更（平成１４年 ４月 １日） 

変更（平成１６年 ４月 １日） 

変更（平成１７年１０月 １日） 

変更（平成１８年 ４月 １日） 

変更（平成１８年 ６月 １日） 

変更（平成１８年１１月 １日） 

変更（平成１９年 ４月 １日） 

変更（平成１９年 ６月 １日） 

変更（平成１９年 ８月 １日） 

変更（平成１９年 ９月 １日） 

変更（平成１９年１０月 １日） 

変更（平成２０年 ４月 １日） 

変更（平成２１年 ４月 １日） 

変更（平成２２年 ６月 １日） 

変更（平成２２年１１月 １日） 

変更（平成２３年 ４月 １日） 

変更（平成２３年 ５月 １日） 

変更（平成２３年 ６月 １日） 

変更（平成２４年 ４月 １日） 

変更（平成２５年 ４月 １日） 

変更（平成２５年１０月 １日） 

変更（平成２６年 ４月 １日） 

変更（平成２６年 ５月 １日） 

変更（平成２６年 ９月 １日） 

変更（平成２７年 ４月 １日） 

変更（平成２７年 ８月 １日） 

変更（平成２７年１１月 １日） 

変更（平成２７年１１月１６日） 

変更（平成２８年 １月 １日） 

変更（平成２８年 ２月 １日） 

変更（平成２８年 ４月 １日） 

変更（平成２８年 ６月 １日） 

変更（平成２８年 ９月 １日） 

変更（平成２９年 ６月 １日） 

変更（平成２８年１０月 １日） 

変更（平成２９年１２月 １日） 

変更（平成３０年 ２月 １日） 

変更（平成３０年 ４月 １日） 

変更（平成３０年 ８月 １日） 

変更（平成３０年 ９月 １日） 

変更（平成３０年１０月 １日） 

変更（平成３１年 １月 １日） 

変更（平成３１年 ３月 １日） 

変更（平成３１年 ４月 １日） 

変更（令和 元年１０月 １日） 

変更（令和 ２年 ２月 １日） 

変更（令和 ２年 ９月 １日） 

変更（令和 ３年 ４月 １日） 

変更（令和 ３年 ８月 １日） 

変更（令和 ４年 ４月 １日） 

変更（令和 ５年 ４月 １日） 

変更（令和 ６年 ４月 １日） 

変更（令和 ６年 ８月 １日） 

変更（令和 ６年１２月 １日） 

変更（令和 ７年 ２月 １日） 

変更（令和 ７年 ４月 １日） 

 


